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合格に必須な学習力の鍛え方 

～受動的にならない講座の利用法～ 

          LEC 専任講師 森山和正 

 

講師紹介 

森山和正 

早稲田大学法学部卒。大学 3 年生の 11 月に司法書士受験を思い立ち、LEC15

ヵ月合格コースを受講し、8 か月の学習で大学在学中に司法書士試験に合

格。司法書士事務所・司法書士法人勤務を経て、2004 年より受験指導を開

始。科学的・合理的な学習法で、多くの短期合格者を輩出している。著書

「ケータイ司法書士」は，累計 25 万部を超え，受験生の必読書となってい

る。 

 

著書 

「ケータイ司法書士Ⅰ～Ⅵ」 

「森山和正の司法書士 Vマジック」 

「司法書士合格六法」（以上三省堂） 

「司法書士試験解法テクニック 50」 

「司法書士暗記のターゲット 100」 

「司法書士試験合格できる勉強法 60」 

「司法書士試験すぐに結果が出る勉強メソッド 55（共著）」（以上中央経済

社） 

をはじめ著書多数。 
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1．「合格する」ということの意味 

 

R6のデータ 

基準点  

午前の部 78点（26問） 

午後の部 72点（24問） 

記述式 83点 

基準点合計 233点 

合格点 267点 

合格点と基準点の差 34点 

 

出願者数 16,837人 

受験者 13,960人 

 

基準点突破者数 

午前の部 4,445人 

午後の部 2,789人 

択一両方 2,445人 

記述式 1,292人 

 

合格者数 737人 
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2． 確実合格のための学習法 

★1 自分に足りないところを埋めていく 

・分析の重要性 

・闇雲にはじめても同じ結果になってしまう 

 

やってよかったこと やって失敗したこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★2 正確な知識を身につけるために 

（1）総論 

本試験で得点をとれる知識を身につけるための流れ 

理解⇒記憶⇒演習⇒繰り返し 

 

 

R7午後の部第 7問 

民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後

記 1から 5までのうち、どれか。なお、少額訴訟債権執行については考慮しないも

のとする。 

 

ア 債権に対する強制執行については、債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地

方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 

イ 債権に対する強制執行による差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達さ

れた時に生ずる。 
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ウ 差押えに係る貸金債権について借用証書があるときは、債務者は、差押債権者

に対し、その借用証書を引き渡さなければならない。 

エ 債務者の預金債権を差し押さえた債権者は、第三債務者に対して差押命令が送

達された日から法定の期間が経過したときは、その預金債権を取り立てることがで

きる。 

オ 執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他

の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ 

 

『森山和正の Vマジック 7民事系３法・供託法・司法書士法第２版』より 

⑶ 取立可能時期 

【原 則】 

差押債権者が取立権の行使をすることができるのは、債務者に対して差押命令が送

達された日から 1週間を経過した後である（155条 1項）。 

債務者に執行抗告の機会を保障するためである。執行抗告をすることができる期間

が 1週間であることと連動している。 

 

 

（2）必要な知識 

どのような知識が必要か 

⇒過去問レベルの知識 

⇒幅広い知識（古い過去問・未出題の分野・改正論点） 

 

・渋めの条文知識 

・マイナー分野からの出題 

・不動産登記総論 

・果実 

・刑法各論 
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対策 

①インプットテキストの利用法 

⇒インプットはアウトプットのように 

⇒思い出すことを意識する 

⇒インプット講座の利用法（理解の促進＋ペースメーカー） 

 

②過去問の利用法 

⇒アウトプットはインプットのように 

⇒何年分解くべきか 

⇒どんな種類の過去問集を利用すべきか 

⇒どのように解くべきか→テキストに戻る・キーワードを意識・カンニングしながら 

 

③幅広い出題に対応するためには 

⇒広く学習する・勝手に絞り込まない 

⇒予想に頼らない（予想外し・予想講座の利用法） 
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★3 解法テクニック（解答力）を身につける 

（1）意義 

・知識があっても，得点できなければ意味がない 

・知識が確実に得点に結びついているか 

・時間内に解き終わるか 

・ケアレスミスはしていないか 

 

（2）対策 

・テクニックを身につけるために 

・解法テクニックを知る（『司法書士試験解法テクニック 50』も参考に） 

・ケアレスミスを分析する 

・早い時期から実践演習をする 

 

第 19問  

登記名義人の氏名及び住所についての変更の登記に関する次のアからオまでの記述

のうち、誤っているものの組合せは、後記 1から 5までのうち、どれか。なお、複

数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一登記所の管轄区域

内にあるものとする。 

 

ア Ａ及びＢが所有権の登記名義人である甲土地の登記記録にＡ及びＢの住所がい

ずれも「Ｘ地」と記録されている場合において、Ａ及びＢがいずれも同一の日に

「Ｘ地」から「Ｙ地」に住所を移転したときは、Ａ及びＢは、甲土地に係る所有権

の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができ

る。 

イ Ａ及びＢが所有権の登記名義人である甲土地とＡのみが所有権の登記名義人で

ある乙土地の登記記録のいずれにもＡの住所が「Ｘ地」と記録されている場合にお

いて、Ａが「Ｘ地」から「Ｙ地」に住所を移転したときは、Ａは、甲土地及び乙土

地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請す

ることができる。 

ウ Ａが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、甲土地の登記記録



ＬＥＣ東京リーガルマインド                    複製・頒布を禁じます 

7 

 

にＡの住所が「Ｘ地」と記録され、乙土地の登記記録にＡの住所が「Ｙ地」と記録

されている場合において、Ａが「Ｘ地」から「Ｙ地」に、「Ｙ地」から「Ｚ地」に

住所を移転していたときは、Ａは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の

住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。 

エ 調停調書の正本に基づきＡからＢへの所有権の移転の登記を申請する場合にお

いて、Ａの氏が変更されたことにより当該調停調書の正本に記載されたＡの氏名と

登記記録上のＡの氏名とが異なるときは、氏の変更を証する情報を提供すれば、当

該申請をする前提として、Ａの氏名の変更の登記を申請する必要はない。 

オ 縁組により氏が変更した場合に申請する登記名義人の氏名の変更の登記の登記

原因は、「縁組」である。 

 

1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ 

 

 

★4 記述式問題の攻略 

自分に何が足りないかを意識する 

・知識 

・ひな形 

・解法（時間がないことを意識した解法） 

・演習 

・時間が足らない（本当に記述式のせいなのか） 

 

3. 合格できる学習計画 

（1）計画の重要性 

①独学の成功の成否は計画にあり 

⇒司法書士試験の難しさは範囲の広さ 

②計画を立てて守る 
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③具体的計画 

・3つのタームに分けろ 

年内 １月～３月 ４月～６月 

・基礎・土台作り・丁寧

なインプット・改正対策 

・記述対策（知識・ひな

形・解法の修得） 

・実践演習（科目別答

練） 

⇒予習型または復習型 

⇒記述式の実践演習 

 

直前期（暗記・演習・シ

ミュレーション） 

 

4．「Vマジック攻略講座」について 

（1）講座の趣旨 

①丁寧なインプット 

②幅広い出題に対応 

③独学力の養成 

④記述式問題の総合対策 

 

（2）講座の利用法 

★予習型 ★復習型 

・時間の講義部分の『Vマジック』を読

む 

・講義を聞く 

・講義の復習 

・『ケータイ司法書士』を利用して、ま

とめ・演習を行うことも有効 

・復習問題を解く⇒復習サポート講義

の活用 

・『Vマジック』を読み直す 

・講義を聞く 

・講義のポイントに注意しながら『Vマ

ジックを読む』 

・『ケータイ司法書士』を利用して、ま

とめ・演習を行うことも有効 

・復習問題を解く⇒復習サポート講義

の活用 

・『Vマジックを読み直す』 
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（3）具体的スケジュール 

通学生 1 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前      問題 B 答練・

記述対

策など 

午後      読込 A 

夜 講義 A 

3時間 

復習 A 問題 A 講義 B 

3時間 

復習 B 読込 B 

 

通学生 2 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 予習 A 復習 A 記述の

解法 

予習 B 復習 B 答練な

ど 

やり残

しの確

認 

午後 問題 A 問題 B 

夜 講義 A 

3時間 

読込 A ケータ

イ暗記 

講義 B 

3時間 

読込 B ケータ

イ暗記 
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通信生 1 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前      講義 A 

3時間 

講義 B 

3時間 

午後      復習 A 復習 B 

夜 読込 読込 ケータ

イ暗記 

ケータ

イ暗記 

やり残

しの確

認 

問題 A 問題 B 

 

通信生 2 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 講義 A1 

1時間 

講義 A2 

1時間 

講義 A3 

1時間 

講義 B1 

1時間 

講義 B2 

1時間 

講義 B3 

1時間 

答練・

記述対

策など 復習 A1 復習 A2 復習 A3 復習 B1 復習 B2 復習 B3 

午後 問題 A1 

読込 A1 

問題 A2 

読込 A2 

問題 A3 

読込 A3 

問題 B1 

読込 B1 

問題 B2 

読込 B2 

問題 B3 

読込 B3 

夜 ケータ

イ暗記 

ケータ

イ暗記 

ケータ

イ暗記 

ケータ

イ暗記 

ケータ

イ暗記 

ケータ

イ暗記 
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